
高森町社会福祉協議会 春休み子どもデイサービス実施要領 

 

１．目 的 春休み期間中に多くの児童同士の交流や体験を行うと共に、地域との関わりを 

通して礼儀、思いやりの心を育むお手伝いを目的として実施します。 

 

２．実 施 社会福祉法人高森町社会福祉協議会・高森町 

 

３．対象者 ◆高森町立高森中央小学校及び高森東学園義務教育学校の新１～新６年生 

       ※但し、下記の家庭を対象とする。 

①令和７年度冬休みまでに子どもデイサービス利用経験があること。 

         但し、初めて利用する家庭及び定員制限により利用ができなかった家庭 

は申し込み可能です。 

               ②必ず週３日間以上利用すること。 

◆現時点で、高森町学童保育クラブ（高森幼稚園内）を利用していない児童 

       ◆本要領、注意事項に保護者が同意した児童。 

 

４．送 迎 原則、保護者送迎（往来は保護者責任） 

※高森東学園義務教育学校児童は、希望者のみ送迎します。 

但し、乗降時間は保護者等の付き添い必須。 

◆送迎予定時間：迎え：午前９時～９時３０分（場所 後日連絡） 

送り：午後４時３０分～５時（場所 同上 ） 

 

５．期 間 １０日間 

      令和 8年 3月 25日（水）～ 令和 8年 4月 7日（火）※土日除く 

      ※新 1 年生は、4月 1日(水)～8 日(水) 

 

６．場 所 色見総合センター（高森町大字色見 1135番地） 

       ※会場変更時には、利用保護者様に事前に通知します。 

 

７．時 間 午前８時３０分 ～ 午後５時 

       ※時間外は別途料金が発生します。 

 

８．利用料 日額５００円（半日３００円） ※時間外は３０分経過毎１００円 

        ※利用料：運営費（保険料・おやつ代など）利用料の返金はしません 

 

 

 

 

 



９．内 容 下記のとおり 

8:30 ～ 自由時間 13:30 ～  自由時間 

10:00 ～ 学習時間 16:00 ～ 掃除／迎えまで自由 

12:00 ～  昼食・休憩時間 
※イベント等で変動する場合があります。 

 後日、予定表をお渡しいたします。 

 

10．保 険 全国社会福祉協議会保険加入 

※申込時に窓口にて配付しますので、必ず確認してください。 

       ※事故やケガについては、保障範囲内での対応となります。 

 

11．定 員 ２０名（先着順）※定員を超える場合は協議させていただく場合があります 

       ※申込時は印鑑をご持参ください。 

       ※押印項目：子どもデイサービス実施要領及び注意事項に承諾し、事業利用時の 

器物（私物）の破損、事業外での色見総合センターでの事故や保険 

対象外の事故については全面的に保護者として責任を持ち、事業実 

施者への請求等は一切行わない事を確約します。 

 

 12．協力者 社会人ボランティア、高校生ボランティア 

 

13．その他 別紙注意事項及び下記事項を必ず守ることとします。 

       ○37.5℃以上の発熱や体調不良時は、デイサービスの利用はお控えください。 

        ○デイサービス時に体調不良等になった場合は、すぐに連絡しますので速や 

かに迎えに来てください。 

※迎えに来られる人の連絡先は必ず申込書に記入してください。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子どもデイサービス注意事項 
 

◆持ってくるもの  ※下記は必ず持たせてください※ 

 ①タオル、②水筒、③帽子、④宿題、⑤筆記用具、⑥弁当 など 

  ※持ち物には必ず名前を記入してください。 

  ※ 飲み物は、ジュース（スポーツ飲料）は持たせないでください。 

  ※児童のマスク着用、上履きの持参は任意です。 

但し、転倒防止の為遊ぶ場所（フローリング等）によっては靴下を脱ぐようお願いしてお

ります。 

 ※ 宿題が終了したら、学習帳・本等を持たせて下さい。（学習時間を設けています） 

 

◆約束ごと  

① あいさつはきちんとすること。（地域住民の方） 

② 館内は走り回らないこと。（地域住民利用有） 

③ 不必要なお金は持ってこないこと。※紛失した場合、一切の責任を負いません 

④ 自分のこと（片づけ）は自分ですること。物は大事にすること。 

⑤ 食事は礼儀よく、けじめは付けて、みんなと楽しく食べること。 

⑥ 目上の人の言う事、特に大人の言う事は聞くこと。 

⑦ みんな仲良くすること。（ケンカは納得いくまで話し合う事） 

⑧ 『ゲーム機・携帯電話』等は持ってこない。※破損した場合、一切の責任を負いません 

⑨ 団体生活に合わせること。（わがままを言わない。決まりごと・約束ごとは守ること） 

⑩ 早寝・早起き・朝ごはんを食べてくること。 

⑪ 無断で外出しない。トイレはきれいに使うこと。 

※無断で外出した場合デイサービス利用を中止します 

⑫ 靴は靴入れに、きちんと入れること。 

⑬ 悪質な行為を３回以上行った場合、デイサービス利用を中止します。 

※ 上記の約束ごとを、１０回以上注意をしても改善がない場合は、利用を中止します。 

 

◆その他  

① 朝、利用料の納入をお願いします。駐車場内は、徐行運転して下さい。 

  ② 欠席の場合や早めに帰る場合は、必ず連絡して下さい。 

※早めに帰る場合は、利用料の返金はしません。 

  ③ 学習の指導はしませんので、宿題の進み具合は家庭で確認をお願いします。 

  ④ 子どもたちは汗を沢山かきますので、着替え、タオルを持たせて下さい。 

 

※注意事項は必ず利用するお子さんにお伝え願います。利用に際し、改善が見ら

れない場合は、デイサービスの利用を中止しますのでよろしくお願いします。 

 


